
蒲郡市障害児・者日常生活用具等給付事業実施要綱 

 

（目的） 

第１条 この事業は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法

律（平成１７年法律第１２３号。以下「法」という。）第７７条第１項の規定に基

づき、在宅の障害者及び障害児に対し、日常生活用具及び住宅改修費（以下「用

具等」という。）を給付することにより、日常生活の便宜を図り、その福祉の増進

を図ることを目的とする。 

（事業の対象者等） 

第２条 この事業の対象者は、法第４条第１項及び第２項に定める障害者及び障害

児（以下「障害者等」という。）とする。 

（用具等の種目、給付の対象となる障害、用具等の基準額及び耐用年数） 

第３条 用具等の種目、支給の対象となる障害、用具等の給付基準額及び耐用年数

は、日常生活用具給付基準表（別表第１）によるものとする。 

２ 用具等の給付を受けようとする者（障害児のときは、その保護者）が前項に定

める基準額を超える用具等を購入する場合において、当該基準額を超える額を自

己負担するときは、当該基準額を超える用具等を支給の対象とすることができる

ものとする。 

（用具等の給付における介護保険法との調整） 

第４条 障害者が介護保険法（平成９年法律第１２３号）第４４条第１項に規定す

る居宅要介護被保険者又は同法第５３条第１項に規定する居宅要支援被保険者で

あり、同法第８条第１２項に規定する福祉用具貸与に係る福祉用具の種目又は同

法第４４条第１項に規定する居宅介護福祉用具購入費の支給並びに同法第４５条

第１項に規定する居宅介護住宅改修費の支給を受けることができるときは、同一

種目の用具等を支給の対象としないものとする。 

２ 障害者が居宅要介護被保険者又は居宅要支援被保険者の要件に該当する場合で、

介護保険法第２７条第１項に規定する要介護認定又は同法第３２条第１項に規定

する要支援認定に係る申請がなされていないときは、当該用具等を給付しないも

のとする。 

（給付の申請） 

第５条 用具等の給付を受けようとする者（ただし、障害児のときは、その保護者



とする。以下「申請者」という。）は、日常生活用具給付申請書（第１号様式）又

は住宅改修費（居宅生活動作補助用具）給付申請書（第１号の２様式）により、

市長に申請しなければならない。 

２ 申請者は、次の各号に掲げる日常生活用具の給付の申請をするときは、日常生

活用具給付に関する意見書を添付しなければならない。 

 ⑴ ネブライザー又は電気式たん吸引器にあっては、必要とするとき。 

 ⑵ 洗腸装具を除く紙おむつ等、発電機及び外部バッテリー等にあっては、初め

ての支給の申請をするとき。 

 （給付の決定） 

第６条 市長は、前条の申請書を受理したときは、日常生活用具給付調査書（第２

号様式）又は住宅改修費給付調査書（第２号の２様式）により、当該身体障害者

等の身体、介護及び家庭状況等を調査し、用具等の給付の適否を決定するものと

する。 

２ 給付が適当と認めたときは、申請者に日常生活用具給付決定通知書（第３号様

式）又は住宅改修費（居宅生活動作補助用具）給付決定通知書（第３号の２様式）

により申請者に通知するとともに、日常生活用具給付券（第４号様式）又は住宅

改修費（居宅生活動作補助用具）給付券（第４号の２様式）を申請者に交付する

ものとする。 

３ 市長は、給付の必要がないと認めたときは、日常生活用具給付却下決定通知書

（第５号様式）又は住宅改修費（居宅生活動作補助用具）給付却下決定通知書（第

５号の２様式）を申請者に発行するものとする。 

（支給の限度） 

第７条 既に給付を受けている日常生活用具と同一の用具の再給付に係る申請につ

いて、前回の給付日から別表第１に定める耐用年数に規定する期間を経過してい

ない場合は、原則として給付対象外とする。ただし、当該期間を経過する前に、

天災その他やむを得ない事由による修理不能により日常生活用具の使用が困難と

なった場合は、この限りでない。 

２ 別表第１に定める耐用年数を経過した後においても、修理不能若しくは再交付

の方が部品の交換よりも真に合理的・効果的であると認められる場合又は操作機

能の改善等を伴う新たな機器の方が障害者等の日常生活用具の使用効果が向上す

る場合に限り、再給付することができるものとする。 



３ 日常生活用具の給付を受けようとする障害者等が本市への転入者であり、転入

前において他市町村から当該用具の給付を受けている場合は、同一種目について

は、前２項の規定を準用するものとする。 

４ 住宅改修費（居宅生活動作補助用具）の再給付は、同一家屋については、行わ

ないものとする。ただし、天災その他やむを得ない事由により住宅改修の必要が

生じた場合において市長が認めたときは、この限りでない。 

（用具等の給付） 

第８条 市長は、用具等の給付を行う場合には、用具等の製作・販売・施工を業と

する者（以下「業者」という。）に委託して行うものとする。 

２ 市長は、業者の選定にあたっては、低廉な価格で良質かつ適切な用具が確保で

きるように、経営規模、地理的条件、アフターサービスの可能性等を十分勘案の

上決定するものとする。 

３ 診療報酬の対象となる用具の給付は、当該診療報酬の対象となる範囲を超える

ものについて行うものとする。 

（費用負担等） 

第９条 用具等（点字図書を除く。）の価格の１００分の９０を市長が支払うべき額

（以下「公費負担額」という。）とする。また、用具等の価格が別表第１に定める

基準額を超える場合は、基準額に基づき公費負担額を算定するものとする。 

２ 給付決定を受けた者（以下「利用者」という。）が支払うべき額は前項の公費負

担額を除いた額とし、その合計額が同一給付月において別表第２に定める月額負

担上限額を上回るときは、これを公費負担額とする。 

３ 別表第２に定める月額負担上限額は、別紙１「蒲郡市点字図書給付事業実施要

綱」における利用者負担額及び別紙２「蒲郡市住宅改修費給付事業実施要綱」に

おける利用者負担額を併せたものとする。 

４ 市長は、業者が利用者負担額を領収した事実を確認し、業者からの請求により、

公費負担額を直接業者に支払うことができるものとする。 

５ 点字図書の給付については、別紙１に定めるところによるものとする。 

６ 住宅改修及び居宅生活動作補助用具の給付については、別紙２に定めるところ

によるものとする。 

（費用請求） 

第１０条 業者が市長に請求できる額は、日常生活用具給付券に記載する公費負担



額とする。 

２ 前項による公費負担額の請求は、日常生活用具給付券又は住宅改修費（居宅生

活動作補助用具）給付券を添付して行うものとする。 

（給付台帳の整備） 

第１１条 市長は、事業の実施にあたって、用具の給付状況を明確にするため、日

常生活用具給付台帳（第６号様式）を整備しておくものとする。 

（人工鼻及び排泄管理支援用具の特例） 

第１２条 市長は、障害者等の申請の手続の利便を考慮し、人工鼻及び排泄管理支

援用具（収尿器を除く。）については、次の各号のとおり給付券を一括交付できる

ものとする。 

 ⑴ 人工鼻、ストマ用装具及び紙おむつは、暦月を単位として２か月ごとに給付

券１枚を交付する。 

 ⑵ 前号に規定する給付券は、申請１回につき３枚まで一括交付することができ

るものとする。 

 ⑶ 洗腸装具は、申請１回につき６か月分を一括交付する。 

２ 収尿器を除く排泄管理支援用具にあっては、障害者等が入院等により在宅でな

いときは、第１条の規定にかかわらず、給付の対象とすることができるものとす

る。 

（遵守事項） 

第１３条 用具等の給付を受けた者は、当該用具をこの事業の目的に反して使用し、

譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。 

２ 前項に違反したときは、当該給付に要した費用の全部又は一部を返還させるこ

とができる。 

 （高額日常生活用具給付費） 

第１４条 障害者等が同一の月にこの要綱に定める日常生活用具事業等の利用

に要した費用（別表の単価の１００分の１０相当額）の額、法第２９条に規定

する指定障害福祉サービス（介護給付費及び訓練等給付費）に要した費用の額、

法第７６条に規定する補装具の購入又は修理に要した費用の額、児童福祉法

（昭和２２年法律第１６４号）第２１条の５の２に規定する障害児通所サービ

スの利用に要した費用の額、介護保険法(平成９年法律第１２３号)第２４条第

２項に規定する介護給付等対象サービスのうち介護保険法施行令（平成１０年



政令第４１２号）で定めるサービスの利用に要した費用の額、蒲郡市地域生活

支援事業実施要綱に定めるサービスの利用に要した費用の額、蒲郡市訪問入浴

サービス事業実施要綱に定めるサービスの利用に要した費用の額及び蒲郡市重度

障害者等入院時コミュニケーション支援事業実施要綱に定めるサービスの利用に

要した費用の額の合計額が、施行令第１７条又は同令第４３条の３で定める額

のうち高い額を超えるときは、当該障害者等に対し、高額日常生活用具給付費

を支給するものとする。 

２ 高額日常生活用具給付を受けようとする障害者等は、市長に申請（第７号様

式）しなければならない。 

３ 市長は、前項の申請を受理した場合は、内容を審査し適当と認めるときは速

やかに高額日常生活用具給付費を支給するものとする。 

（雑則） 

第１５条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。 

第１６条 平成１８年度下半期に限り「補装具交付申請書」を「日常生活用具給付

申請書」と読み替えることができることとする。 

附 則 

１ この要綱は、平成１８年１０月１日から施行する。 

２ 施行日において現に用具を支給されているときは、給付された日を別表第１に

定める耐用年数の始期とするものとする。 

   附 則 

この要綱は、平成２０年４月１日から施行する。 

  附 則 

この要綱は、平成２０年７月１日から施行する。 

  附 則 

この要綱は、平成２１年４月１日から施行する。 

  附 則 

この要綱は、平成２２年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２５年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２７年９月２５日から施行する。 



附 則 

この要綱は、令和２年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和２年１０月７日から施行する。 

   附 則 

１ この要綱は、令和２年１２月２８日から施行する。 

２ この要綱の施行の際、改正前の蒲郡市障害児・者日常生活用具等給付事業実施

要綱の規定による諸様式の用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、

なお使用することができる。 

 



別表第２（第１０条関係） 

所得区分 世帯の収入状況 月額負担上限額 

生活保護世帯 生活保護受給世帯 0 円 

市町村民税非課税

世帯 

市町村民税非課税世帯 
0 円 

一般 市町村民税課税世帯 37,200 円 

 ※この表の世帯とは、障害者である場合にあっては、本人とその配偶者に限る。 


